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秋田市新屋表町８番１９号
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職員一人ひとりの自己評価と関連付けた独自の人事考課表が作成され人事考課が行われています。また、地域ボランティア活動へ
の参加も評価基準に加える等、あるべき姿・求められる基準が確立され、法人職員に求められる職員像が明確になっています。さ
らに、その評価が職員にフィードバックするための面接も行われ、職員の意識向上に繋がっています。「新人職員教育計画・実施
状況・結果報告」や勤務２年目以上の職員を対象にした「課題達成計画・実施状況・結果報告」により明確な目標設定、目標達成
度の評価が行われており、業務管理・目標管理体制が構築されています。町内会と合同での消火訓練の実施や地区社会福祉協議会
の給食宅配サービス事業と連携して、一人暮らし老人へお弁当を持っての訪問等地域団体と連携した取り組みを行っています。施
設開放や子育て相談、出前保育はもちろんのこと休日保育や深夜１時までの夜間保育の実施、病児病後児保育等に積極的に取り組
まれていることは高く評価されます。さらに、年２回地域に職員自らが保育園で行っている地域支援等のチラシ４０００枚程を配
布したり、薬局や商店等に園開放や子育て相談等のポスターを配布するとともにホームページを毎月更新し、園の様子や行事等に
ついて広く告知するための取り組みを行っています。

平成 26

（特定非営利活動法人）

日

０１０

なし

園開設以来、地域や保護者からの要望、ニーズに応える形で事業を拡大しており、法人理念である「奉仕の精神と社会貢献」や保
育理念に基づく子どもの保育や地域社会に対する保育所の使命、役割が具体的行動となって示され、職員の行動規範の基礎となっ
ています。園長は、定期的な利用者アンケートの実施やＩＳＯの認証取得、第三者評価受審等、保育の質の現状について定期的、
継続的に評価・分析を行っており、その取り組みに指導力が発揮されています。また、優秀な「人材」は法人の「宝物」であると
の考えから、優秀な「人材」がたくさん集まる職場作りに努めています。職員から提出される「自己申告書」に基づいた面接によ
り、多岐にわたる職員意向等の把握とコミュニケーションが図られています。年次有給休暇の消化率の向上への取組みや未使用年
次有給休暇積立制度の導入等、職員が安心して働き続けられる職場環境づくりをしています。
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管理者名 　　　 上村　清一

名1 日

社会福祉法人雄仁会は、秋田市仁井田地区を拠点に 保育所 [あおぞら乳児園]、[あおぞら保育園]、 放課後児童グラブ  [あおぞら児
童クラブ]、[あおぞら児童クラブ牛島教室]、事業所内保育所 [ほっくんキッズハウス][すまいる保育園]の 6箇所で福祉サービス施
設を運営し、地域貢献、地域支援を積極的に行っている法人です。職員によるボランティアやその活動への参加も積極的で、被災
地への支援に職員を派遣しております。アンケート調査の回収率は９９％、少数意見の保護者に対して配慮を望みます。
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　Ⅲ　適切な福祉サービスの実施◆　評価を受審した事業者

ﾌﾘｶﾞﾅ
法人名称

（　社会福祉法人）
子ども一人ひとりを尊重し、家庭や地域社会との連携を大切にしている保育理念及び保育基本方針に基づき、保育サービスに努
め、苦情や意見・要望には迅速な対応が図られるように体制を整備し、玄関には第三者委員へ直送できる切手を貼った封筒が準備
されています。個人情報やプライバシー保護の規程も整備され、必要に応じて苦情解決委員会を開催、定期的に第三者委員への報
告が行われています。また、年２回の保護者アンケートを実施し、結果を集計・分析後、保育サービスの向上につなげているほ
か、意見や要望等に対しては文書化して保護者へ回答し、公表しています。法人で作成された保育サービスマニュアルも冊子にさ
れ、全職員に配布周知し、共通認識のもとで保育サービスの標準化を図っています。地域の福祉や子育てニーズは、関係機関や地
域住民との交流、パンフレットやチラシ配布時、ボランティア活動等を通して自分達の足で情報を収集・把握し、地域の実情に即
した事業の取り組みに繋げています。

法　人
所在地

　　　 雄
ユウ

　仁
ジン

　会
カイ

　　   保育所

　Ａ　保育所保育の基本、子どもの生活と発達、保護者に対する支援

「家庭との緊密な連携を図り、発達過程を踏まえ、適切な環境を提供しながら養護及び教育を一体的に行う。」の保育理念に基づ
き、子ども一人ひとりの発達過程を基に養護と教育の両面からクラス月案や個人月案を作成しています。また、年間指導計画に養
護と教育５領域の詳細な計画が記載され、子ども一人ひとりの発達に繋がるよう配慮しています。ラグビー、柔道を定期的に保育
に取り入れていることは保護者アンケートで評価を得ています。乳児保育室は、床暖房で静かで動きやすい環境になっていて、Ｓ
ＩＤＳに関する必要な知識を全職員に周知し、寝かせる姿勢や呼吸・健康状態を定期的に確認し、睡眠チｴック表に記録していま
す。育てている野菜への水やり、収穫の体験をしたり、宝島探険、２泊３日のキャンプ活動、地域高齢者への弁当配達等、自然や
社会と係わる機会を年間通し、積極的に保育プログラムへ取り入れています。育てた野菜を収穫したもので調理して楽しむ等、食
べ物に関心が持てるような工夫をしたり、子どもが当番活動を通して食に関わる体験をしています。食事時に保育士が何気なく子
どもに食事時のマナーを教えているのは高く評価できます。保護者とは、送迎時の対話や連絡ノートへの記載等で、日常的に情報
交換を行い、保育参加・祖父母参加で、家族が直接子どもと触れ合い、働きかける機会を設けています。また、個人面談も年２回
行っています。冊子「離乳食のすすめ方」を保護者に配布したり、２５ページ程の製本された園だよりを毎月発行しているほか、
保育の様子を写真で毎日園内に掲示・紹介していることは高く評価できます。小学校就学に向けた指導計画があり、子どもが入学
を楽しみにできる環境づくりをしています。

          上村　清一

http://www8.ocn.ne.jp/~aozora-h/

（ ０１８ ）

－ 5375
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【保育所版　評価結果表】

◆　細目の評価結果（基本評価5３項目）

評価結果 優れている点・改善を求められる点 評価結果に対する事業者からの意見

ａ・ｂ・ｃ

法人の理念・保育理念を明文化し、子ど
も・保護者・地域の子育て家庭を含む地域
社会に対する保育所の使命や目指す方向を
読み取ることができる。保育所内掲示、広
報誌、パンフレット等に記載している。

ａ・ｂ・ｃ

基本方針は法人・保育理念との整合性が確
保され、職員の行動規範となる内容となっ
ている。基本方針は、保育所内掲示、広報
誌、パンフレット等に記載している。

ａ・ｂ・ｃ

職員会議や指導部会等の会議の冒頭で全員
で復唱する等意識の高揚に努めている。
採用時の新人研修時に説明している。ま
た、保育所内の目の触れ易い場所に掲示し
ている。

ａ・ｂ・ｃ

施設要覧や広報誌、地域に配布するパンフ
レット等に掲載し、保護者はもちろんのこ
と、地域住民にも広く周知している。ま
た、入所面接時には丁寧に説明するととも
に園舎玄関ホールに掲示し、来園者にも周
知する工夫をしている。

ａ・ｂ・ｃ

中・長期計画を策定し、理念や基本方針の
実現に向けた目標や展望を明確にしてい
る。また、中期事業計画状況報告で目標と
実績の対比・分析をし、必要に応じて再確
認や見直しをしている。

項　　　　　目

②理念や基本方針が利用者等に周知されて
いる。

①中・長期計画が策定されている。

①理念が明文化されている。

②理念に基づく基本方針が明文化されてい
る。

①理念や基本方針が職員に周知されてい
る。

Ⅰ　福祉サービスの基本方針と組織

　1　理念・基本方針

(1) 理念、基本方針が確立されている。

(2) 理念や基本方針が周知されている。

　2　事業計画の策定

(1) 中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。
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【保育所版　評価結果表】

評価結果 優れている点・改善を求められる点 評価結果に対する事業者からの意見項　　　　　目

ａ・ｂ・ｃ

事業計画は、中・長期計画の内容を踏まえ
て策定しており、具体的な活動や数値目標
等によって実施状況の評価を行なえるもの
となっている。

ａ・ｂ・ｃ

計画は、経営面では幹部職員が参画し、保
育サービス面は職員の協議・検討の積み上
げにより策定している。資金確保に係る計
画目標は、前年度決算状況を考慮しなが
ら、今後の施設運営を見据えた計画を策定
している。

ａ・ｂ・ｃ

事業計画は各クラスに配布するほか、事務
室内にも掲示し、４月の指導部会で説明も
している。また、年度途中にも事業計画の
進捗状況を報告し、確認している。

ａ・ｂ・ｃ

入所面接時や行事、保育参加等を利用して
説明し、理解を促すよう取り組んでいる。
保護者アンケートの結果からも周知されて
いることが確認できる。

ａ・ｂ・ｃ

指導部会及び職員会議において、資料を事
前に配付した上で園長としての責任や考え
方を表明している。有事（災害、事故等）
における園長の役割と責任を明確化してい
る。

ａ・ｂ・ｃ

研修や園長会等へ参加し、遵守すべき法令
等を正しく理解している。職員の雇用等に
関する規程改正を行う際には、職員会議等
で改正内容を周知する等、遵守するための
取組みを行っている。

②中・長期計画を踏まえた事業計画が策定
されている。

①事業計画の策定が組織的に行われてい
る。

②事業計画が職員に周知されている。

①管理者自らの役割と責任が職員に対して
表明されている。

②遵守すべき法令等を正しく理解するため
の取組が行われている。

　3　管理者の責任とリーダーシップ

(1) 管理者の責任が明確にされている。

(2) 管理者のリーダーシップが発揮されている。

③事業計画が利用者等に周知されている。

(2) 事業計画が適切に策定されている。
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【保育所版　評価結果表】

評価結果 優れている点・改善を求められる点 評価結果に対する事業者からの意見項　　　　　目

ａ・ｂ・ｃ

保育の質の維持、向上を目指してのISO9001
の認証取得や第３者評価を受審し、取得や
受審までの取り組みや、年２回保護者アン
ケートを実施し、保育の質の現状について
評価・分析を行う等リーダーシップを発揮
している。

ａ・ｂ・ｃ

経営や業務の効率化の負担等軽減を図るた
め、財務システムのインターネット化や保
育・厨房業務のデータ化への取組みに指導
力を発揮している。

ａ・ｂ・ｃ

関係団体への加入や書籍の定期購読をする
ほか、関係機関の地区研修や県外研修等へ
も積極的に参加し、外的動向の把握に努め
ている。また、他業種等と関わる会合等へ
も参加し、その取り巻く環境の理解に努
め、事業計画等への策定に活かしている。

ａ・ｂ・ｃ

決算時に財務分析（数値及び要因）や事業
環境、児童数の推移、職員数の推移等経営
状況の分析と改善に向けた提言を行い、職
員会議等で周知している。

ａ・ｂ・ｃ
法人内での取り組みはありますが、外部監
査機関との監査は実施していない。

ａ・ｂ・ｃ

新入職員教育計画や課題達成計画書に基づ
く人材育成を実践している。人事管理マ
ニュアルにより、人員配置や必要な人材に
対する基本的な考え方や方針が確立してお
り、それに基づいた人事管理を実施してい
る。

①質の向上に意欲を持ちその取組に指導力
が発揮されている。

②経営や業務の効率化と改善に向けた取組
に指導力が発揮されている。

Ⅱ　組織の運営管理

①事業経営をとりまく環境が的確に把握さ
れている。

②経営状況を分析して改善すべき課題を発
見する取組が行われている。

　1　経営状況の把握

(1) 経営環境の変化等に適切に対応している。

③外部監査が実施されている。

①必要な人材に関する具体的なプランが確
率されている。

　2　人材の確保・養成

(1) 人事管理の体制が整備されている。
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【保育所版　評価結果表】

評価結果 優れている点・改善を求められる点 評価結果に対する事業者からの意見項　　　　　目

ａ・ｂ・ｃ

考課基準を明確に示し、職員一人ひとりの
自己評価と関連付けて人事考課を実施して
いる。その結果を職員にフィードバック
し、職員の意識向上へ繋げている。

ａ・ｂ・ｃ

毎年自己申告書により職場環境や今後の予
定（結婚・出産、退職）、人間関係等の悩
み事等にいたる職員の意向等を把握し、そ
の後の個別面接で、就業状況や意向を確認
している。また、必要があれば改善を図っ
ている。

ａ・ｂ・ｃ

福利厚生センター（ワークパル）への加入
や健康診断、人間ドックは毎年定期的に実
施している。私傷病休暇や休業（１年６か
月）の取得、未使用年次休暇の積立制度に
より、安心できる職場環境を構築してい
る。

ａ・ｂ・ｃ

園が目指す保育を実施するために、事業計
画において職員に求める基本的姿勢や専門
性を明示している。

ａ・ｂ・ｃ

職員個々については、職員研修規程の保育
経験年数に応じた年間研修計画を策定し、
実際の計画に従った教育・研修を実施して
いる。

ａ・ｂ・ｃ

研修に参加した職員は、報告書を提出する
とともに、指導部会において発表する場を
設けている。個人ごとに「職員業務経歴・
研修経歴」としてまとめられており、次の
研修計画に反映している。

ａ・ｂ・ｃ

実習生受入れマニュアルを整備し、「保育
実習を通して体験・理解させたい事項」と
して基本姿勢を明確にしている。全職員に
マニュアルを配付し会議等で周知を図って
いる。

(3) 職員の質の向上に向けた体制が確立されている。

②人事考課が客観的な基準に基づいて行わ
れている。

①職員の就業状況や意向を把握し必要があ
れば改善する仕組みが構築されている。

②職員の福利厚生や健康の維持に積極的に
取り組んでいる。

(2) 職員の就業状況に配慮がなされている。

①実習生の受入れと育成について基本的な
姿勢を明確にした体制を整備し、積極的な
取組が行われている。

(4) 実習生の受入れが適切に行われている。

①職員の教育・研修に関する基本姿勢が明
示されている。

②個別の職員に対して組織としての教育・
研修計画が策定され計画に基づいて具体的
な取組が行われている。

③定期的に個別の教育・研修計画の評価・
見直しが行われている。
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【保育所版　評価結果表】

評価結果 優れている点・改善を求められる点 評価結果に対する事業者からの意見項　　　　　目

ａ・ｂ・ｃ

リスクの種類別にマニュアルを整備し、怪
我の情報や対処の仕方を共有している。感
染症発症時の保護者への周知については、
子どものプライバシーに配慮した情報提供
を適切に行っている。

ａ・ｂ・ｃ

災害時に対応できる危機管理マニュアルを
整備し、毎月避難訓練を実施している。各
クラスに緊急時持出用リュックを準備し、
水や保存食、備品等を整備し、緊急時持出
用内容チェックリストにより適切に管理し
ている。

ａ・ｂ・ｃ

月１回、安全チェックリストにより施設内
外の事故防止に努めている。
また、不適切サービスチェックリスト及び
フロー図により、発生要因等を分析・検討
し、未然防止策をたてて実行している。

ａ・ｂ・ｃ

法人理念である「奉仕の精神と社会貢献」
を念頭に、職員自らがパンフレットやチラ
シを配り、地域活動を事業計画に組み入
れ、敬老会や運動会、餅つき、伝承遊び等
を通じて地域と多くの相互交流機会を持っ
ている。また、あったかハート事業とし
て、在宅の高齢者へ、子ども達が民生児童
委員とともにお弁当の宅配をしている。

ａ・ｂ・ｃ

年間地域活動計画及び地域活動プランを作
成し、在宅で子育てしている方を対象とし
た行事企画、相談活動等を行っており、民
生児童委員や子育て支援サークルとの連携
も図っている。また、災害時には保育園が
地域の避難場所となっており、定期的に地
域の方と避難訓練を行っている。

　3　安全管理

①緊急時（事故、感染症の発生時など）に
おける利用者の安全確保のための体制が整
備されている。

(1) 地域との関係が適切に確保されている。

②災害時に対する利用者の安全確保のため
の取組が行われている。

(1) 利用者の安全を確保するための取組が行われている。

　4　地域との交流と連携

①利用者と地域とのかかわりを大切にして
いる。

②保育所が有する機能が地域に還元されて
いる。

③利用者の安全確保のためにリスクを把握
し対策が実行されている。
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【保育所版　評価結果表】

評価結果 優れている点・改善を求められる点 評価結果に対する事業者からの意見項　　　　　目

ａ・ｂ・ｃ

受け入れに関するマニュアルを整備し、意
義や方針が明文化している。担当職員を定
め、指導部会において職員への周知徹底を
図っている。また、事前のオリエンテー
ションでの具体的な手順について整備をし
ている。

ａ・ｂ・ｃ

子どもの保育のさまざまな場面に対応でき
るよう、関係機関や団体等の連絡先が載っ
ているリストを作成し、保育園内の各所に
掲示している。また、連絡ノートにも貼
り、職員間での情報共有や保護者への周知
を図っている。

ａ・ｂ・ｃ

地区子育て支援ネットワークや幼保小連絡
協議会、民生児童委員と定期的に連携を
図っている。嘱託医との連携では、発達や
育児相談等の専門的な助言を受ける機会を
作り、目的に応じて必要な関係機関等との
連携を適切に行っている。

ａ・ｂ・ｃ

保育園敷地内に地区社会福祉協議会の事務
局があり、民生児童委員との連携や、地域
の中で行う会議に積極的に参加し、福祉
ニーズの把握に努めているほか、地域活動
計画やプランを策定している。パンフレッ
ト、チラシの配布を職員が行っており、自
分達の目で地域の福祉・子育てニーズや実
情を主体的に把握するための取り組みを
行っている。

ａ・ｂ・ｃ

日頃の活動や、地域における福祉ニーズを
把握する取り組みを積極的に行い、子育て
相談、出前保育、休日及び夜間保育、病児
病後児保育事業等を実践している。実施事
業や活動に対しては、必ず評価・反省を行
い、次の計画に活かす取り組みを組織的に
行っている。

①必要な社会資源が明確にされている。

②関係機関等との連携が適切に行われてい
る。

(2) 関係機関との連携が確保されている。

(3) 地域の福祉向上のための取組が行われている。

①地域の福祉ニーズが把握されている。

③ボランティア受入れに対する基本姿勢を
明確にし体制が確立されている。
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【保育所版　評価結果表】

評価結果 優れている点・改善を求められる点 評価結果に対する事業者からの意見項　　　　　目

ａ・ｂ・ｃ

保育者の姿勢を明示した保育基本方針に、
子ども一人ひとりを尊重した基本姿勢を明
文化し、保育課程や保育マニュアルへも反
映している。指導部会や会議等において組
織内で共通の理解を持つための取り組みを
行っている。

子どもの人権や権利擁護に関し、理解度を
より高められるよう外部講師等により学ぶ
機会を持ちたいと考えております。

ａ・ｂ・ｃ

個人情報及びプライバシーの保護規程を整
備し、保育園内に掲示している。また、業
務マニュアルを職員に配布し、会議等で定
期的に職員へ周知している。入園時面談の
際には個人情報及びプライバシー保護の取
り組みについて説明をし、必要な同意書や
承諾書を得ている。

ａ・ｂ・ｃ

年２回の利用者アンケートや定期的な個人
面談で、意向や満足の把握する機会を設け
ている。把握した結果を分析・検討して、
園の方針を踏まえて文書にて公表してい
る。また、その結果を指導部会等において
話し合い周知している。今後の対応を含め
た保育サービスの改善ならびに質の向上に
活用している。

ａ・ｂ・ｃ

日常的な送迎時の会話のやり取りのほか、
連絡帳、意見箱の設置やアンケート、個人
面談等の多様な方法を保護者に提示説明し
ている。プライバシーに配慮し、個別相談
スペースを確保し、相談や意見が述べやす
い環境を整備している。

②利用者のプライバシー保護に関する規
程・マニュアル等が整備されている。

(1) 利用者を尊重する姿勢が明示されている。

(2) 利用者満足の向上に努めている。

①利用者満足の向上を意図した仕組みを整
備し、取組が行われている。

Ⅲ　適切な福祉サービスの実施

　1　利用者本位の福祉サービス

①利用者を尊重したサービス提供について
共通の理解をもつための取組が行われてい
る。

①利用者が相談や意見を述べやすい環境が
整備されている。

(3) 利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。

8



【保育所版　評価結果表】

評価結果 優れている点・改善を求められる点 評価結果に対する事業者からの意見項　　　　　目

ａ・ｂ・ｃ

苦情処理規程を整備し、苦情解決の手順書
に従い、受付担当者、解決責任者を明確に
し、第三者委員も立ち会う苦情解決委員会
を設置して対応している。利用者へは入園
時面談の際に、苦情解決の制度や利用方法
について丁寧に説明している。

ａ・ｂ・ｃ

意見等に対して園として適切に対応するた
め、受付から報告・確認、話し合い、結
果、解決に至るまでの流れが記載された掲
示にて保護者へ周知し、規程及びマニュア
ルに基づき迅速に対応している。また、対
応後も検証して、保育サービスの質の向上
に努めている。

ａ・ｂ・ｃ

第三者評価受審を事業計画に掲げ、定期的
に受審をしている。自己評価ガイドライン
に基づいて、定期的に自己評価を実施しな
がら、保育サービスの見直しや体制の整備
に活かしている。また、ＩＳＯ取得への取
り組みにおいても、評価や見直し、改善す
る体制を確立している。

ａ・ｂ・ｃ

保育サービスの自己評価や内部監査を定期
的に実施し、その評価及び監査結果に基づ
いて、各クラス単位で分析・検討を行い、
指導部会で報告しながら、課題の共有化を
図り、改善への取り組みを組織的に行って
いる。

ａ・ｂ・ｃ

保育理念、保育基本方針に基づいて作成し
ている保育マニュアルを全職員に配布し、
定期的に会議において周知徹底を図ってい
る。適宜見直しを行いながら、質の高い保
育サービスの提供が実施できる体制を確立
している。

(2) 提供するサービスの標準的な実施方法が確立されている。

　2　サービスの質の確保

②苦情解決の仕組みが確立され十分に周
知・機能されている。

③利用者からの意見等に対して迅速な対応
が行われている。

①サービス内容について定期的に評価を行
う体制が整備されている。

②評価結果に基づき組織として取り組むべ
き課題を明確にし、改善策・改善実施計画
を立て実施されている。

①提供するサービスについて標準的な実施
方法が文書化されサービスが提供されてい
る。

(1) 質の向上に向けた取組が組織的に行われている。
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【保育所版　評価結果表】

評価結果 優れている点・改善を求められる点 評価結果に対する事業者からの意見項　　　　　目

ａ・ｂ・ｃ

自己評価や内部監査の定期的な実施によっ
て明らかとなった課題は、期限を定めて見
直しを行っている。四半期ごとに評価、反
省を行い、気づいたことがあればクラス単
位で検討し、リーダー会議、指導部会にて
検討する組織的な仕組みが確立し、機能し
ている。

ａ・ｂ・ｃ

子ども一人ひとりの発達過程を踏まえた経
過記録、日誌や連絡帳などは詳細で、子ど
もの状態を分かりやすく記載している。子
どもに関わるクラス担当者が話し合い、記
録した内容は主任、園長補佐、園長が確認
をしている。

ａ・ｂ・ｃ

子どもの個人記録の保管、保存、廃棄に関
する文書保存規程を定め、記録管理の責任
者を設置し、文書は鍵付きの書庫で適切に
管理している。また、保護者等からの開示
が求められた際は、情報開示規程ならびに
個人情報保護規程に従い、適切な処理手続
きをできるよう管理体制が整っている。職
員へは規程及び守秘義務の遵守を会議等で
周知し、教育研修を行っている。

ａ・ｂ・ｃ

一人ひとりの子どもの状況については、ク
ラス単位や各部会での話し合いが定期的に
実施されている。状況に変化等があった場
合には随時話し合い、記録を回覧して職員
間で情報の共有化を図っている。

ａ・ｂ・ｃ

ホームページを作成して、毎月更新しなが
ら、園でのサービス内容や行事等を広く発
信している。また、地域へチラシやパンフ
レットを配布したり、ポスターを作製し
て、地域の公共施設等多数の人が見られる
場所に掲示している。配布物やポスターの
掲示は職員が行い、必要とされる情報の収
集に心掛け、発信の取り組みに活かしてい
る。

　3　サービスの開始・継続

②利用者に関する記録の管理体制が確立さ
れている。

③利用者の状況等に関する情報が職員間で
共有化されている。

②標準的な実施方法について見直しをする
仕組みが確立されている。

①利用希望者に対してサービス選択に必要
な情報が提供されている。

(1) サービス提供の開始が適切に行われている。

①利用者に関するサービス実施状況の記録
が適切に行われている。

(3) サービス実施の記録が適切に行われている。
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【保育所版　評価結果表】

評価結果 優れている点・改善を求められる点 評価結果に対する事業者からの意見項　　　　　目

ａ・ｂ・ｃ

保育方針や具体的な保育内容を記載した
「入園のしおり」にそって説明を行ってい
る。説明資料はカラーで、挿絵や写真を挿
入し、分かりやすくなるように工夫してい
る。また、写真等の利用にあたっては、保
護者同意を得た上で必要な承諾書や誓約書
を得ている。

ａ・ｂ・ｃ

入退園があった場合は、保護者の承諾を得
て、必要性に応じて関係機関との情報のや
り取りを行っている。また、就学時には保
育所児童保育要録を作成し、就学先の小学
校へ提供しているほか、卒園後も子どもや
保護者が相談できるように伝えて、組織的
に保育の継続性への配慮に努めている。

ａ・ｂ・ｃ

保育園独自の統一された様式にそってアセ
スメントを行っている。子どもの心身の状
況や生活状況、環境等を含めたニーズを把
握し、保育計画の作成に活かしている。ま
た、アセスメント表は定期的及び必要に応
じて見直し、追記している。

ａ・ｂ・ｃ

アセスメント表に基づき、指導計画作成の
フロー図にそって、子どもに関わる全ての
職員が参画し、子ども一人ひとりの発達状
況に即した長期的及び短期的な計画を作成
している。評価・反省を踏まえて翌月の指
導計画に反映させ、主任・園長補佐が確認
助言を行う体制が確立している。計画・実
行・評価・改善のサイクルが機能してい
る。

ａ・ｂ・ｃ

サービス実施計画の見直し・評価の流れが
記載されたフロー図にそい、定期的にクラ
ス単位で話し合いをしている。実施状況や
計画の評価を行い、保護者の意向も含めた
見直しを行ってる。

(2) 利用者に対するサービス実施計画が策定されている。

①サービス実施計画が適切に策定されてい
る。

②サービスの開始にあたり利用者等に説明
し同意を得ている。

②定期的にサービス実施計画の評価・見直
しが行われている。

①定められた手順に従ってアセスメントが
行われている。

(1) 利用者のアセスメントが行われている。

　4　サービス実施計画の策定

①保育所の変更や家庭への移行などにあた
りサービスの継続性に配慮した対応が行わ
れている。

(2) サービスの継続性に配慮した対応が行われている。
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【保育所版　評価結果表】

◆　細目の評価結果（内容評価24項目）

評価結果 優れている点・改善を求められる点 評価結果に対する事業者からの意見

ａ・ｂ・ｃ

保育基本方針や保育目標に基づき、全職員が
参画し、保育課程を編成している。全年齢の
保育課程を一冊にまとめ、確認周知しやすい
ようにし、定期的に評価改善を行っている。
保育課程は、子どもの家庭の状況や地域の保
育ニーズを考慮したものになっており、「地
域活動わくわく隊」、「げんきっこ広場」等
地域子育て支援においても法人全体で積極的
に取り組んでいる。

ａ・ｂ・ｃ

乳児保育室は、床暖房で静かな環境・動きや
すい環境になっている。個別指導計画を作成
し、一人ひとりの子どもに対応した記録、評
価をしている。ＳＩＤＳに関する必要な知識
を全職員に周知し、寝かせる姿勢や呼吸・健
康状態を定期的に確認し、睡眠チｴック表に
記録している。「離乳食冊子」や「赤ちゃん
だより」を作成し、活用している。

現場担当者が更に乳児保育に対する専門性を
高め、育児経験の少ない保護者と子どもの育
ちを共感しながら、育児支援できるように仕
組み構築させていきたい。

ａ・ｂ・ｃ

子ども一人ひとりの発達段階を把握し、活動
ができるよう養護と教育の両面から、年間指
導計画を基に個人月案を作成している。子ど
もの発達の特徴に応じての基本的な生活習慣
や、人や物への探索行動が出来るよう配慮し
た保育を行っている。

ａ・ｂ・ｃ

年間指導計画に養護と教育５領域の詳細な計
画を記載している。年齢にあった課題を決め
てプログラムを組み、子ども一人ひとりが総
合的発達に繋がるよう配慮したものになって
いる。ラグビー、柔道を定期的に保育に取り
入れていることは保護者アンケートで評価を
得ている。

項　　　　　目

①保育所の保育の方針や目標に基づき、発
達過程を踏まえ、子どもの心身の発達や家
庭及び地域の実態に即した保育課程を編成
している。

　1　保育所保育の基本

(1)　養護と教育の一体的展開

②乳児保育のための適切な環境が整備さ
れ、保育の内容や方法に配慮されている。

③１・２歳児の保育において養護と教育の
一体的展開がされるような適切な環境が整
備され、保育の内容や方法に配慮されてい
る。

④３歳以上児の保育において養護と教育の
一体的展開がされるような適切な環境が整
備され、保育の内容や方法に配慮されてい
る。
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【保育所版　評価結果表】

評価結果 優れている点・改善を求められる点 評価結果に対する事業者からの意見項　　　　　目

ａ・ｂ・ｃ

小学校就学に向けた指導計画があり、子ども
が入学を楽しみにできる環境づくりに配慮し
ている。1月からは法人運営の児童クラブの
子どもが保育園にきて、学校行事の話をした
り、勉強道具を見せてもらう等の機会をもう
け、就学への期待を持てるようにしている。
幼保小連絡協議会への参加、保護者との懇談
会等で情報を伝えている。

地域関係機関、特に小学校との情報交換の機
会を積極的に設けていくよう、能動的に計画
し就学前の児童の保育に活かしていきたい。

ａ・ｂ・ｃ

保育の場として採光、保湿、清潔等環境保健
に配慮している。「クラス室内チェックリス
ト」を活用し、ここちよい空間の中で、安心
してくつろいだり、自由に遊べる環境となっ
ている。保育士のほか高齢者、地域ボラン
ティアとの交流も図り、人的環境も整備して
いる。

ａ・ｂ・ｃ

基本的な生活習慣の自立への工夫を随所でし
ている。３歳未満児には一人ひとりに配慮し
た事項を明らかにした個人月案を作成し、３
歳以上児には健康に関心を持ち、健康増進の
ための習慣が身につくようにうがいや手洗い
を行っている。

ａ・ｂ・ｃ

子ども自身が安全に楽しく遊べるように環境
を整備している。発達段階に即した玩具や遊
具等を自分で取り出し、自由に遊べるように
している。お当番活動、誕生会や野外活動等
の異年齢交流で主体的、協同的体験ができる
よう様々な活動を行っている。

③子どもが主体的に活動し、様々な人間関
係や友だちとの協同的な体験ができるよう
な人的・物的環境が整備されている。

(2)　環境を通して行う保育

①生活にふさわしい場として、子どもが心
地よく過ごすことのできるような人的・物
的環境が整備されている。

②子どもが基本的な生活習慣を身につけ、
積極的に身体的な活動ができるような環境
が整備されている。

⑤小学校との連携や就学を見通した計画に
基づいて、保育の内容や方法、保護者との
関わりに配慮されている。
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【保育所版　評価結果表】

評価結果 優れている点・改善を求められる点 評価結果に対する事業者からの意見項　　　　　目

ａ・ｂ・ｃ

育てている野菜への水やり、収穫の体験をし
ている。また、宝島探険、２泊３日のキャン
プ活動、公共機関の利用、地域高齢者への弁
当配達等、自然や社会と係わる機会を年間通
し、積極的に保育プログラムへ取り入れてい
る。

ａ・ｂ・ｃ

子どもへの基本的な言語に関する保育計画を
整備している。多様な表現活動が出来るよう
工夫し、劇遊び、小麦粉粘土、手遊びや季節
の歌を歌う等を保育に取り入れている。地域
ボランティアによる絵本の読み聞かせや「仁
井田カルタ」による地域巡りのカルタ探検隊
等、地域を大切にした取り組みをしている。

ａ・ｂ・ｃ

園全体・全職員が参加して、定期的に自己評
価を行い、保育実践の改善に努めている。自
己評価を行った評価結果や会議録を記録して
いる。保育所の自己評価は全職員が参加し、
共通理解を持って取り組んでいる。

ａ・ｂ・ｃ

　
子どもの最善の利益を考慮し、年間指導計画
を作成している。個人月案を作成し、子ども
の様子や保育士の援助・配慮等を記録してい
る。子ども一人ひとりの違いを十分に把握
し、その対応のために職員間で共通理解をす
るための取り組みをしている。

　2　子どもの生活と発達

(1)　生活と発達の連続性

①子ども一人ひとりを受容し、理解を深め
て働きかけや援助が行われている。

④子どもが主体的に身近な自然や社会と関
われるような人的・物的環境が整備されて
いる。

⑤子どもが言葉豊かな言語環境に触れた
り、様々な表現活動が自由に体験できるよ
うな人的・物的環境が整備されている。

①保育士等が主体的に自己評価に取り組
み、保育の改善が図られている。

(3)　職員の資質向上
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【保育所版　評価結果表】

評価結果 優れている点・改善を求められる点 評価結果に対する事業者からの意見項　　　　　目

ａ・ｂ・ｃ

　
園内をバリアフリー化にしている。障害児保
育の研修会へ参加し、会議等で報告を行い全
職員で学ぶ機会をもっている等、園全体での
受け入れ体制と環境の整備をしている。

ａ・ｂ・ｃ

「クラス毎の職員連絡ノート」で長時間保育
の子どもについて職員が共通理解をしてい
る。安心してゆったり過ごせる環境の中で、
異年齢でも遊べるよう、多様な遊びができる
ように用意している。軽食のおやつもあり、
保護者にはその日のメニューや喫食状況をそ
の都度伝えている。

ａ・ｂ・ｃ

健康管理マニュアルや保健年間計画を整備
し、組織として毎月園内研修を行っている。
入園時に既往歴、予防接種の状況等の把握を
し、健康診断等で嘱託医の指導を受けてい
る。登園時の保護者との会話や連絡ノートに
より、一人ひとりの子どもの健康状態や予防
接種等を確認し、職員連絡ノートや園日誌に
て、全職員へ周知している。

ａ・ｂ・ｃ

栄養士（調理師）と保育士が連携して食育年
間計画を作成している。野菜を栽培し、育て
た野菜を収穫したもので調理して楽しむ等、
食べ物に関心が持てるような工夫をしてい
る。子どもが当番活動を通して食に関わる体
験をしている。食事時に保育士が何気なく子
どもに食事時のマナーを教えているのは高く
評価できる。

②食事を楽しむことができる工夫をしてい
る。

(2)　子どもの福祉を増進することに最も相応しい生活の場

②障害のある子どもが安心して生活できる
保育環境が整備され、保育の内容や方法に
配慮がみられる。

③長時間にわたる保育のための環境が整備
され、保育の内容や方法に配慮がみられ
る。

①子どもの健康管理は、子ども一人ひとり
の健康状態に応じて実施している。
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【保育所版　評価結果表】

評価結果 優れている点・改善を求められる点 評価結果に対する事業者からの意見項　　　　　目

ａ・ｂ・ｃ

子どもの喫食状況や検食簿をもとに、献立や
調理の工夫に反映している。旬の物や季節感
のある食材を活かし、行事食等も随時取り入
れ、おやつも手作りを基本としている。ま
た、子どもと栄養士や調理員が一緒に食事を
し、会話等の機会を設けている。
給食会議を毎月行い、子ども一人ひとりの発
育状況や体調を考慮した調理の工夫をしてい
る。

ａ・ｂ・ｃ

健康診断・歯科検診の結果を報告書にまと
め、全職員に回覧して周知している。保護者
へは母子手帳への記載と「健康結果表」にて
報告している。また、園便りに保健便りとし
て載せ、状況等を伝え、保健年間計画及び個
別保育計画の中に反映している。

ａ・ｂ・ｃ

医師からの指示書を基に、栄養士、保育士、
保護者の三者で面談し、配慮や対応について
確認しながら、全職員に周知している。食事
提供時は、栄養士と保育士が二重にェックを
し、色別トレーで誤配膳がないようにしてい
る。食事は他児との相違に配慮し、できる限
り代替品を使用している。全職員の勉強会も
行っている。

ａ・ｂ・ｃ

衛生管理マニュアルを整備し、「清掃チェッ
ク表」「衛生管理チェックリスト」を使用し
て毎日確認している。給食会議は栄養士、主
任保育士が参加し、職員に会議等で報告・周
知している。指導部会の中で感染症の流行期
前に対応実践訓練を行っている。

③乳幼児に相応しい食生活が展開されるよ
う、食事について見直しや改善をしてい
る。

④健康診断・歯科健診の結果について、保
護者や職員に伝達し、それを保育に反映さ
せている。

(3)　健康及び安全の実施体制

①アレルギー疾患、慢性疾患等をもつ子ど
もに対し、主治医からの指示を得て、適切
な対応を行っている。

②調理場、水周りなどの衛生管理が適切に
実施され、食中毒等の発生時に対応できる
ような体制が整備されている。
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【保育所版　評価結果表】

評価結果 優れている点・改善を求められる点 評価結果に対する事業者からの意見項　　　　　目

ａ・ｂ・ｃ

食育年間計画を基に、各クラスごとに年間食
育計画を作成している。毎月の園だよりに献
立（離乳食）献立（幼児食）を掲載し、毎日
の展示食・給食写真の掲示の他、レシピ（写
真・カラー刷り）を玄関ホールに置いて保護
者が持ち帰れるようにしている。生活表や連
絡ノートで家庭での食事の状況を把握し、指
導やアドバイスを行っている。保育参加時に
クッキングや離乳食の試食ができ、食育に感
心を持つよう工夫している。

ａ・ｂ・ｃ

送迎時の対話や連絡ノートへの記載等で、日
常的に情報交換を行っている。個人面談も年
２回行い、個人面談報告書により職員に周知
している。祖父母参加も行い、園での様子を
理解して頂く機会を設け、情報交換等を行っ
ている。冊子「離乳食のすすめ方」を保護者
に配布している。

ａ・ｂ・ｃ

　２５ページ程の製本された園だよりを毎月
発行しているほか、保育の様子を写真で毎日
園内に掲示・紹介していることは高く評価で
きる。保育参加を行い家族が直接子どもと触
れ合い、働きかける機会を積極的に設けてい
る。また、懇談会では、各年齢にあった成
長・発達に関連した情報提供を行うととも
に、相互理解を深める場としている。

③子どもの発達や育児などについて、懇談
会などの話し合いの場に加えて、保護者と
共通の理解を得るための機会を設けてい
る。

①子どもの食生活を充実させるために、家
庭と連携している。

②家庭と子どもの保育が密接に関連した保
護者支援を行っている。

(1)　家庭との緊密な連携

　3　保護者に対する支援

16



【保育所版　評価結果表】

評価結果 優れている点・改善を求められる点 評価結果に対する事業者からの意見項　　　　　目

ａ・ｂ・ｃ

「・児童虐待は決してまれでないことを認識
し、子どもや親の言動に注意を払うことが重
要である。」マニュアルのポイントの一番目
の文節です。「虐待に気づくためにから～親
子援助のながれ」まで、わかりやすい対応マ
ニュアルを整備・実践し、兆候がある場合は
直ちに園長に報告が行くようになっている。
関係機関との連携も整備し、指導部会で研修
会を実施している。

④虐待に対応できる保育所内の体制の下、
不適切な養育や虐待を受けていると疑われ
る子どもの早期発見及び虐待の予防に努め
ている。
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